
佐賀県バドミントン協会規約 

 

第１章 名称及び事務局 

第１条  この会は、佐賀県バドミントン協会（以後「本会」）と称する。 

第２条  本会の事務局は、会長の定めるところに置く。 

 

第２章 目的及び事業 

第３条  本会は、バドミントン競技の普及発展、競技力向上及び会員相互の親睦を図る

ことを目的とする。 

第４条  本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

 （１）バドミントンの普及指導 

       （２）各種大会及び講習会等の開催 

  （３）バドミントンに関する調査、研究及び資料の収集 

       （４）その他、本会の目的達成に必要な事業 

 

第３章 組 織 

第５条  本会は、本会の趣旨に賛同する本会への登録者をもって組織し、その運営は、

以下の組織で行う。 

       （１） 市・町バドミントン協会（部） 

       （２） 一般部 

  （３） 学生部 

       （４） 高校生部 

  （５） 中学生部 

       （６） 小学生部 

   （７） 普及指導部 

   （８） 競技力向上部 

   （９） 競技審判部 

   （10） 教職員連盟 

   （11） レディース連盟 

   （12） 実業団連盟 

   （13） 社会人クラブ連盟 

   （14） その他個人登録者 

 

第４章 業 務 

第６条  本会は、（公財）日本バドミントン協会に加盟し、その支部となる。また、九

州バドミントン連盟及び（公財）佐賀県スポーツ協会に加盟する。 

第７条  本会に、事業執行の機関として、理事会、常任理事会及び専門委員会を置く。 



第８条  理事会は、本会の最高決議機関として、毎年１回会長が招集し、理事長がその

議長となる。 

第９条  理事会は、第１５条の役員をもって構成し、次の事項を審議する。 

   （１）事業及び収支決算の報告並びに承認 

  （２）予算の編成及び事業計画 

  （３）規約及び規程の改廃 

  （４）役員の改選 

  （５）その他必要な事項 

第１０条 会長は、必要に応じて、常任理事会を開催することができる。 

第１１条 常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長及び常任理事をも

って構成し、本会の事業を企画立案する。また、理事会の決議事項及び委任事

項並びに緊急事項を処理する。 

第１２条 専門委員会は、専門事項を協議し意見を理事会へ提出する。また、理事会の委

任を受けた事項について執行の任にあたる。 

第１３条 本会の機関は、構成員の２分の１以上の出席がなければ、議事を開き、議決を

することができない。 

第１４条 理事会の議事は、特に定めるもののほか、出席者の過半数をもって決し、可否

同数の時は、議長の決するところによる。 

  

第５章 役 員 

第１５条 本会には次の役員を置くことができる。 

       （１）会  長   １名 

       （２）副 会 長   若干名 

       （３）理 事 長   １名 

       （４）副理事長   若干名 

       （５）事務局長   １名   

       （６）常任理事   若干名 

       （７）理  事   各市町及び部会より１名、他若干名 

       （８）監  事   若干名  

  

第１６条 会長及び副会長は常任理事で推挙し、理事会で承認する。 

２ 会長は、本会を代表し、会務を総括する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 

４ 理事長及び副理事長は、理事会で選出し、会長が委嘱する。   

５ 理事長は、本会の業務を執行する。 

６ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行

する。 

７ 常任理事は、第５条第１号から第１３号に規定する各運営組織の代表者



及び会長が特に推薦する者とし、会長が委嘱する。 

８ 理事は、各市町、各連盟及び各部会から選出された者並びに理事会の推薦

する者とし、会長が委嘱する。 

９ 専門委員長は、理事の互選により選出し、会長が委嘱する。 

10 副専門委員長及び専門委員は、理事会の議を経て、会長が委嘱する。 

11 監事は、理事会の議を経て、会長が委嘱する。 

12 監事は、会務を監査する。 

第１７条 本会は、必要に応じて、理事会の議を経て、名誉会長、顧問及び参与を置くこ

とができる。 

２ 顧問及び参与は、会長の諮問に応じる。 

第１８条 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

２ 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

第６章 経費及び会計 

第１９条 本会の経費は、登録料、参加料、補助金及びその他の収入をもってあてる。 

第２０条 本会の会計年度は、毎年４月１日から３月３１日までとする。 

 

第７章 登 録 

第２１条 登録に関する規程は、理事会の議を経て、別にこれを定める。 

 

第８章 事務局 

第２２条 本会の会務処理の為に事務局を置く。 

２ 事務局に事務局長並びに事務職員をおき、任命は理事長があたる。 

３ 事務局長は、理事長を補佐し会務を行うものとする。 

   

附 則 

この規約は、昭和４０年４月１日から施行する。 

  附 則（昭和５３年４月１日 一部改正） 

この規約は、昭和５３年４月１日から施行する。 

附 則（昭和６１年１１月８日 一部改正） 

この規約は、昭和６１年１１月８日から施行する。 

附 則（平成１３年１０月２１日 一部改正） 

この規約は、平成１３年１０月２１日から施行する。  

附 則（令和５年５月１４日 一部改正） 

この規約は、令和５年５月１４日 から施行する。 

附 則（令和７年５月１８日 一部改正） 

この規約は、令和７年５月１８日 から施行する。 

 



登録に関する規程 

 

第１条  佐賀県バドミントン協会（以下「本会」という）は規約２１条により、本規

程を定める。 

第２条  本会が主催する大会に出場する者は（公財）日本バドミントン協会及び本会

へ登録しなければならない。ただし、普及向上を目的とする大会において

は、この限りではない。 

第３条  登録は、所定の手続きにより登録料を添えておこなわなければならない。 

第４条  年登録料（（公財）日本バドミントン協会登録料並びに小学生については日

本小学生バドミントン連盟登録料を含む）は、下記のとおりとする。 

      （１）一般   ２，５００円  

      （２）実業団  ２，５００円 

      （３）ﾚﾃﾞｨｰｽ  ２，５００円 

      （４）教職員  ２，５００円 

      （５）学生   ２，０００円 

      （６）高校生  １，５００円 

      （７）中学生  １，５００円 

      （８）小学生  １，５００円 

      （９）社会人ｸﾗﾌﾞ２，５００円 

第５条  登録期間は（公財）日本バドミントン協会と同じく、４月１日から３月３１

日までとする。 

第６条  所定の手続きと登録料の支払いをおこなった時点で、登録完了となる。 

第７条  登録は毎年これを更新するものとする。 

第８条  他の都道府県で登録をした者は、特別な場合を除き、当該年度に本会の登録

をすることはできない。 

第９条  本会で登録をした者は、特別な場合を除き、当該年度に他の都道府県の登録

をすることはできない。 

第１０条 本会で登録をした者が、次の各項のいずれかに該当するときは、理事会の議

決を経て、会長がこれを除名することができる。 

      （１）本会の規約及び本規程に違反する行為があったとき 

      （２）その他、本会が除名妥当と認めたとき 

第１１条 本規程の改廃は、理事会の決議を経ておこなうものとする。 

第１２条 本規程の実施に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、別に定める。 

附 則 

この規程は、令和５年５月１４日 から施行する。 

この規程は、令和５年７月２３日 から施行する。 


